
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 森 誠一

１ 日 時

平成３１年２月４日（月） 午後３時０１分から

午後３時５６分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

麻生栄作、古手川正治、守永信幸

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

団体指導・金融課長 田邉隆司 ほか関係者

７ 出席した参考人の職・氏名

大分県農業共済組合長理事 阿部順治

８ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

９ 会議の概要及び結果

（１）大分県農業共済組合長理事阿部順治氏を参考人として招致し、意見聴取を行うことを全

会一致をもって決定した。

（２）大分県農業共済組合における新たな収入保険制度の取組及び県内農業者の加入状況等に

ついて、参考人から意見聴取を行った。

１０ その他必要な事項

な し

１１ 担当書記

議事課議事調整班 主幹 秋本昇二郎

政策調査課政策法務班 主幹 光延慎一



農林水産委員会次第

日時：平成３１年２月４日（月）１５：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 参考人出席要求の件

３ 参考人からの意見聴取

（１）大分県農業共済組合における新たな収入保険制度の取組及び県内農業者の加入状況等に

ついて

４ その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、農林水産委員会を開森委員長

きます。

本日は麻生議員、古手川議員、守永議員に委

員外議員として出席いただいております。あり

がとうございます。

本日はこの後、今年１月から開始された農業

共済組合の収入保険制度について、大分県農業

共済組合の阿部順治組合長理事をお呼びし、制

度の概要や県内の加入状況等を伺うことになっ

ております。

本来であれば、昨年内に行うことを予定して

いたのですが、大変お忙しい時期の開催になり、

委員の皆さま、そして委員外議員の皆さまには

御迷惑をおかけしますけれども、有意義な勉強

会というか参考人招致の時間にしたいと思いま

すので、どうぞ御協力をよろしくお願いします。

それでは、お諮りいたします。

本日の調査に係る参考人として、阿部順治氏

に出席を求め、御意見を聴取したいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定森委員長

いたします。

それでは、参考人をお呼びしますので、しば

らくお待ちください。

〔参考人、参考人補助者入室〕

それでは、まず私から御挨拶を申し森委員長

上げます。

大分県議会農林水産委員長の森誠一でござい

ます。豊後大野市の選出です。よろしくお願い

します。

本日は、大分県農業共済組合阿部順治組合長

理事、また、高野伸治参事、大崎真一郎事業部

長においでいただきました。大変お忙しい中に

もかかわらず、本委員会に御出席いただき誠に

ありがとうございます。委員会を代表して、厚

くお礼申し上げます。

さて、昨年も日本各地で記録的な豪雨や猛暑、

大きな台風や地震の発生など、多くの自然災害

により農林水産業にも大きな被害が生じました。

自然災害等のリスクに備える、農業共済の必要

性が改めて認識されたところです。

また、県では水田農業からの転換を図り、園

芸作物の振興を行っているところですが、新た

な品目への挑戦は、農業者にとって大きなリス

クでもあります。

本年１月に開始された収入保険制度は、これ

まで対象とならなかった作物を含め、また、価

格低下なども含めた収入減少を補償する画期的

な保険だと伺っており、農業者の経営安定と県

内園芸作物の振興に大きく寄与するものと期待

しております。

本日は、収入保険制度の概要や県内農業者の

加入状況などをお伺いして、今後の委員会審査

の参考とするため、阿部組合長に参考人として

の出席をお願いした次第であります。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、この後は委員及び委員外議員から

自己紹介を行いまして、その後に参考人、補助

者の自己紹介をいただき、収入保険制度の説明

をいただくようお願いいたします。

なお、この参考人招致は本来、昨年内にとい

うことで計画していましたけれども、年を明け

ての開催となりましたことをお詫び申し上げま

す。

それでは、委員の皆さまから自己紹介をお願

いします。

〔委員、委員外議員の自己紹介〕

それでは、まず参考人の自己紹介と森委員長

御挨拶からお願いいたします。

それでは、私から一言お礼、御挨阿部参考人

拶を申し上げます。

平素は、私ども農業共済組合に格段の御支援、

御協力をいただいていますことに、心から厚く

お礼申し上げます。

また、本日はこのような収入保険に関する説
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明の機会を大分県議会農林水産委員会に持って

いただきまして、誠にありがとうございます。

重ねて厚くお礼を申し上げます。

さきほど委員の自己紹介でもお話がありまし

麻生さん、古手川さんの各県議にお目にかかり

まして、大変懐かしく思っているところでござ

います。

また、先般の収入保険発足の夕べには、森委

員長にはわざわざお越しいただきまして本当に

ありがとうございました。

御承知のとおりＮＯＳＡＩは、７０年を超え

る期間、国の災害対策の基幹制度である農業共

済制度を運用、農業者のセーフティーネットと

してその役割を果たしてまいりました。

平成３０年度、ＮＯＳＡＩは農業者の所得補

償にさらに充実を加える収入保険制度を導入い

たしました。

全国１０万戸の加入、そして、我が大分県に

おきましては１，７００戸を目標として推進を

してまいりましたが、現時点では、全国では約

３万５千経営体、うち大分県では７１０の経営

体が加入し、目標に対し約４２％を達成したと

ころでございます。

後ほど事務方から詳しく説明があろうかと思

いますが、４２％の達成率は、現在全国で第５

番目ぐらいの位置を占めているところでござい

ます。

１０万戸の経営体を目標としていましたが、

３万５千余ということで、約３分の１しか到達

しておりません。

その大きな原因につきましては、今一度の制

度の周知徹底がなされなかったのかなと。そし

て、農家が来年辺りは入ってみたいんだけど、

今年は見合わせるようなこともあったようです。

現在、収入保険自体の制度見直し要望を含め、

今後のクリアしていかなければならない課題を

暫時整理しているところですが、何に増しても

一層の関係者への広い制度周知と、行政には農

業者のセーフティーネットとしての理解と推進

に向け、その支援を期待するところでございま

す。

特に収入保険は、米政策の見直しに対応する

水田畑地化に伴う園芸品目の導入に力を入れて

おり、大分県農業の確実な後ろ盾となっている

ところでございます。

本日はこれを機に、さらなる御理解をお願い

申し上げるところでございます。収入保険の具

体的取組につきましては、所管の副参事より説

明をさせてもらいたいと思います。

本日は充実した機会をいただきまして、誠に

ありがとうございます。よろしくお願いいたし

ます。

よろしくお願いします。森委員長

それでは、補助者の方からも自己紹介をお願

いします。

参事を務めております高野高野参考人補助者

と申します。せっかくの機会を与えていただき、

大変ありがとうございます。

副参事兼事業部長をやって大崎参考人補助者

おります大崎と申します。どうぞよろしくお願

いします。

それでは、説明をしていただいてよ森委員長

ろしいですか。

それでは、資料に基づいて大崎参考人補助者

御説明します。

まず、お手元の資料の１ページ目をお開きく

ださい。

我々の組織、大分県農業共済組合の概要です

が、昭和２２年に公布された農業災害補償法を

根拠に設立された団体です。災害等の不慮の事

故によって受ける損失を共済事業、いわゆる保

険の形で補塡をし、農業経営の安定を図ること

を目的としている団体です。

さらに、昨年４月に農業災害補償法から農業

保険法と名前が変わりまして、その中で、今ま

でやっていた共済制度に加えて収入保険制度が

新たに開始されました。これによって、青色申

告農業者に限られるんですけれども、限定され

ていた作物から、おおむね全ての農畜産物が農

業保険の対象となったところです。

その下に表がありますが、制度共済というの

が五つあります。この制度共済は、国が掛金の

おおむね半分を補塡するものです。あとは、組
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合独自で行う任意共済ということで、建物共済

と農機具共済の二つがあります。

共済目的のところに下線を引いたものが、大

分県で引受けをしている品目です。これだけに

限られていまして、特に畑作においては、いく

つか制度としてはできるものもあるんですが、

現在、大分県では大豆しか引受けをしていない

ところです。

それから２ページ目の組織ですけれども、我

々の組織は、今年の１月末現在で職員数１３８

名、それから、下の表にあります四つの支所、

二つの出張所、三つの家畜診療所という形で事

業を運営しています。

それぞれの運営を行うのが、組合員の代表で

ある総代１４０名、理事１６名、幹事３名、職

員１３８名で事業をしているところです。

３点目の組合運営ですけれども、組合はどう

いうもので運営をしていくかというところです。

原資となる一番大きなものが国庫補助金です。

これは、２９年度は国から７．２億円。事業規

模に応じて国から配分される補助金で、全国で

約３７０億円がそれぞれの事業に応じて各県に

配分されるます。それから事務費賦課金で１．

２億円。これは、左の制度共済事業の引受規模

に応じて組合員から徴収する事務費です。それ

から任意共済事務費で３億円。これは、建物共

済、農機具共済における農家の方々からいただ

く事務費賦課金です。最後に受取利息で１．２

億円。これは、事業ごとに積み立てられている

余裕金の運用利息です。このような収入をもっ

て組合を運営していくというものです。

それから、農業共済団体の取り扱う農業保険

は、さきほど言いましたように、共済制度と収

入保険があります。

農業共済制度は、２０年間で収支が均等――

出した掛金と支払った共済金が同じになるよう

に掛金率を国が定めます。なおかつ、掛金につ

いては国庫がおおむね５割を補助した掛金で、

これを共済組合に納めて、共済組合は国庫に再

保険を行い、被害に遭ったときには共済組合が

共済金を払うんですけれども、深い被害のとき

には国から共済組合に対して保険金が出ると。

それを合わせて、共済組合が農業者に保険金や

共済金を支払うというものです。

掛金の国庫負担割合は、そこの下の表に書い

てあるとおりです。ただ、この掛金は、掛け捨

てになります。

それから、この掛金ですけれども、国庫負担

金を含めて共済金の支払以外に使われることは

ありません。万一、剰余が生じた場合は、大災

害に備えた積立金という形で、共済組合あるい

は国に残るというものです。

共済組合に残ったものは、その一部について

は総代会の議決を経て、損害防止事業――重大

対策であったり、そういうものに使われるとい

うものです。

それから、農業共済制度の概要はそこにあり

ますけれども、収穫共済制度と資産共済制度と

いう二つであります。

特徴としては、米印にありますけれども、収

穫共済は、原則は収量の減少についての補償で、

価格低下に対応していません。基本的には量だ

けで見るというのが、農業共済制度の特徴にな

っています。

それから２点目が、資産共済制度で、持って

いる資産を補償する制度です。建物は１００％

ですけれども、家畜あるいは園芸については、

おおむね８割までを農業共済制度で補償します。

基本的には時価額に対しての８割ですけれども、

米印にあるように園芸施設共済、オプションで

別にほぼ新価の状態の８割までは補償できると

いうことになっております。

右が、引受方式と補償割合です。もう細かな

説明はしませんけれども、基本的には、一番上

の品質方式ですが、ＪＡ等への出荷実績に基づ

く方式、それから２番目の全相殺方式も、同じ

くＪＡ等への出荷実績に基づく方式ということ

で、出荷実績に基づく方式であれば信ぴょう性

が高いので、最大の補償割合は９０％になりま

す。その下の８０％は、今度は見た目――組合

員が定めた評価員が評価をやるもので、これが

８割です。その他７割、６割と、引受方式に応

じて補償する限度が決まることになります。

５ページですが、３０年度はまだ終わってい
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ませんので、２９年度の引受実績を載せていま

す。

引受率のところを見ていただきたいんですけ

れども、水稲が９２．６％、麦が９５．１％と

いうことで、これは３０年度も同じような数字

です。ただ、３０年までは当然加入ということ

で、２５アール以上の栽培者は、本人の意思に

関わらず共済関係が成立をするというもので、

引受率がこのような高い率になっているところ

です。

ただこれは、麦では既に昨年１０月に３１年

産の引受けを行ったんですけれども、このとき

に当然加入がなくなって任意加入ということに

なりました。それでも、おおむね前年並みの加

入申込みがあったところで、我々もほっとして

いるところです。

問題は水稲で、これが今年の春から引受けを

始めるんですけれども、任意加入になるという

ことで、どれだけの引受けになるかということ

は、今から我々も一生懸命行動してやっていき

たいと思っているところです。

それから、家畜が乳牛と肉牛で５５．２％と

８０．１％と、ちょっと低いようにありますけ

れども、これは実は有資格数の中に、家畜は胎

児まで引受けできるものですから、それを入れ

ているので、そんなに低くなるんですけれども、

実質的には、どちらも９割以上の引受率になっ

ているということで御理解いただきたいと思い

ます。

果樹は様々な要因があって、若干低い引受率

です。大豆もおおむね９割の引受率で、園芸施

設が６割ぐらいの引受率にとどまっているとこ

ろです。

それから、その右のページが最近３年間の共

済金支払実績です。

一番上の水稲だけを例に取ってみますと、２

９年産で、国庫の負担した掛金と農家の負担し

た掛金が２億７，７８０万４千円ありますけれ

ども、これに対して１億８，１６３万３千円の

共済金を支払っています。国庫と組合を合わせ

た収支は９，６１７万１千円で、出した掛金に

対してそれくらいの差が出ているということで

す。

真ん中の右の辺りにマイナスの印があります

けれども、これは今まで積み立てた積立金の中

からマイナスになった分を補塡して支払ったと

いうことです。

７ページに移りまして、２点目ですが、我々

が今年から始めた収入保険制度の開始理由です。

農業共済制度には、いくつかの課題がありま

した。対象農産物が限定されていること。それ

から価格の下落に対応していないこと。あるい

は対象となる事故範囲が狭いこと。この課題に

対して５年間の調査を行い、青色申告者に限ら

れるんですが、おおむね全ての農畜産物を対象

とした収入保険制度が開始されることになりま

した。この制度は、今年の１月１日から決算年

度となる農業経営体に対して開始することにな

っています。

仕組みですけれども、まずその下に基準収入

額と書いた図があります。どういうものを補償

するかというものですが、真ん中にある５年間

の販売収入金額の平均であり、所得ではないん

です。農産物等の販売収入金額の５年間の平均

がその方の１年間の基準収入額になります。た

だし、修正はあります。１年だけ被害が大きく

なって平均が下がるとか、あるいは面積を拡大

するとか縮小するとか、そういう場合がありま

すので、単純平均ではなくて一部修正はあり得

るということです。

この中で基本となるのが、ブルーで示した保

険方式というものです。これが最高８割まで農

業者の選択で加入することができます。右の枠

に保険方式：基本方式と書いていますけれども、

補償割合は５割から８割の範囲で選択が可能な

もので、なおかつ支払率というものがあります。

つまり８割を全部補償するんではなくて、最高

でも補償割合の８割に支払率９割を掛けたもの

が保険金として受け取れるものになります。

保険料ですけれども、基準収入金額が１千万

円の場合は、農業者は３．９万円、同じく国が

同額の３．９万円、合わせて７．８万円を払っ

てこの基本方式に加入します。これは掛け捨て

部分になります。別途、事務費が２．２万円か
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かりますので、簡単に言うと、過去５年間の販

売収入金額の平均が１千万円であれば、おおむ

ねその１％、つまり１０万円が掛け捨ての保険

料になるというものです。

その上に、今度はオプションで積立方式とい

うものがあります。これは保険方式の８割から

上の部分、８０％から９０％の間の範囲に加入

するもので、掛金は積立てになります。積立方

式の補償割合は１０％か５％のいずれかを選択

することになります。なお、こちらも同様に支

払率があります。

積立金は、基準収入金額１千万円の場合は、

農業者が２２万５千円、国庫はその３倍の６７

万５千円、つまり合わせて９０万円を積立金と

して保険金の支払い財源とするというものです。

その図の下に、保険方式の保険金額１００万

円当たり４，８００円の農業者負担保険料と載

せていますけれども、さきほど言い忘れました

が、資料の５ページに現在の共済金額１００万

円当たりの農家負担掛金を入れています。水稲

であれば、１万１，７６３円になりますけれど

も、収入保険ではかなり低くなっているところ

です。

加入資格ですけれども、もう何度も言ってい

ますが、個人及び法人の青色申告農業経営体と

しています。よく全国的に、なぜ青色申告者に

限ったのかという質問があるんですが、国庫を

投入する、国が掛金を負担して積立金を補助す

るという、他の事業にはない制度であることか

ら、正確性が必要だということ。青色申告者は

日々の取引を記帳する義務があるということで、

青色申告農業経営体に限定してスタートしてい

ます。

なお、４年間はこの形でいきます、細かなと

ころに至っては都度都度の変更は発生しますけ

れども、大きなところは４年後にもう一度見直

しを行うことになっています。

加入できる作物は、マルキン等の対象作物を

除いた全ての農畜産物です。マルキンというの

は、牛マルキンとか、豚マルキンとか、あるい

は肉用子牛生産者補給金制度等々があります。

これらの対象となるものについては収入保険に

は加入できないというものです。

理由としては、国庫が投入された制度である

こと。それと、マルキン等は収入保険よりもも

っと補償が手厚いので、そちらを選んでいただ

くことになります。

それから、３点目が、保険の対象となる要因

です。その下に補償対象外となるものを書いて

いますけれども、捨て作り、あるいは意図的な

安売りといった、保険金をもらうことを目的と

して行ったもの以外は、ほとんどが保険金の支

払い対象になります。

補償対象ですが、一番上にあるとおり、自然

災害とか病虫害、獣害等、これがこれまでの農

業共済での補償の範囲でした。それに加えて物

余りや品質低下、あるいは風評被害等の価格低

下も補償対象になります。その他として、盗難

や運搬中の事故、この頃は輸出も増えてきてい

ますので為替変動による販売収入の減、あるい

は販売先の倒産で回収できなかったもの、そう

いうものも全てこの収入保険の対象になります。

では、どういうものがその保険の対象となる

販売収入かということですけれども、まず一番

大きなものは農産物の販売金額です。その販売

金額に含まれるものは、当年農産物の販売金額、

それに畑作物の直接支払交付金、いわゆる麦、

大豆に払われる数量払の分、これは量に対して

払われる分なので販売金額とみなしていいだろ

うということで、これは含まれます。それから、

税法上農業所得として扱われる簡易な加工品、

あるいは稲わら等々も販売収入金額に含まれる

ということです。

ただし、除かれるものとして他から仕入れて

販売した金額、自分で作らずに他の人から買い

取って販売した金額、これは販売金額に入りま

せん。あるいは原材料の大部分が自分で作った

作物以外の加工品、いわゆるジュースとかケチ

ャップとか、こういうものも販売金額から外し

ます。それから、栽培しないで野山から収穫す

る山菜等の販売金額も外します。それから、農

作業の受託料、あるいはＷＣＳや飼料米等に係

る交付金、これも補償の対象から外すというも

のです。
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そのほかに事業消費金額で、加工品でもジュ

ースとかケチャップであっても経理処理上は事

業消費等で処理しているものは含まれます。あ

るいは小作料で現物支給をする――田を借りて

お米を払った場合は販売金額に含まれます。そ

れから最後に、期末の棚卸し金額――年内に売

り残したものも販売金額に含まれます。

類似制度との関係ですけれども、国費が投入

されている類似制度との併用加入はできないと

いうことです。類似制度とは、国庫負担を伴う

各種政策を指します。ただし、県独自の政策は

含まれません。例としては、農業共済あるいは

ナラシ対策、あるいは野菜価格安定制度、それ

から加工原料乳生産者経営安定対策、こういう

ものとの併用加入はできません。我々の団体で

いえば、農業共済に入っているのに、収入保険

に入ることはできないということです。どちら

かを選ばなければいけないということになりま

す。

それから、収入保険の実施団体ですけれども、

収入保険は、農業共済組合が事務を執っている

んですけれども、この農業共済組合を構成員と

する全国農業共済組合連合会が東京にあり、こ

こが実施主体になります。実施主体になるとい

うことはどういうことかというと、これに係る

国からの補助金等は、この全国農業共済組合連

合会に入ります。事務を執っている我々の農業

共済組合は、その全国連合会から事務費の一部

をもらう形になって、全国の農業共済組合へ業

務委託していることになっています。

したがって、収入保険に係る加入申請等は共

済組合がやるんですけれども、保険料は我々の

共済組合を通ることなく、直接全国農業共済組

合連合会が徴収を行うことになります。また連

合会が、国に再保険を行っているところです。

それから、大分県の加入状況です。冒頭に組

合長からも申しましたけれども、３１年１月１

日から決算始めとなる経営体を対象として開始

される制度で、全国連では青色申告農業者の２

５％にあたる１０万経営体の加入を目標に掲げ

て、加入推進に取り組みました。

本県でも、一昨年の秋からアナウンスをやっ

て、青色申告農業経営体６，９０６戸――これ

は税務署からの提供データですけれども、その

２５％として１，７００戸の加入を目標に加入

推進活動を行ってまいりました。

その結果、１２月３１日時点での加入申請は、

主として個人になります。法人は決算期に合わ

せた加入になりますので、法人はまだまだこれ

からというところですが、三つの事項を要因と

して７１０戸程度にとどまっているところです。

その達成率は４２％で、組合長が冒頭言いまし

たけれども、全国順位では５位程度になるのか

なという状況にあります。

まず１点目の理由としては、青色申告農業者

情報の把握が不完全であること。６，９０６戸

という税務署の報告があるんですけれども、こ

れに対して、今我々が持っている青色申告農業

者の数は４，８００戸程度、まだ２千戸程度が

分からないと。主には野菜価格安定制度に入っ

ている農家が多いかと思うんですけれども、そ

の野菜価格安定制度の方を継続するということ

で、なかなか情報を得られていないというのも

ありますけれども、そういう方がいらっしゃる

ということです。

それから、初年度の積立方式に係る積立金の

大きさです。さきほど１千万円で、積立金が初

年度は２２万５千円と申しました。これが１億

円規模になると、２２５万円という形になりま

すので、これが非常に大きいということと、そ

れから、初年度であることでの様子見というこ

とになります。

それから３点目が、さきほど言いましたよう

に、野菜価格安定制度の継続選択者が非常に多

かったということです。この傾向は全国でもお

おむね同じですが、１２月末までの目標達成の

進捗率は２５％、全国では１０万戸に対して約

２万５千戸を見込んでいるということです。

これから１月１日以降に決算年度が始まる法

人に対して加入推進をやっていくことで、最終

的には大分県としてもまだまだ伸びる、特に農

業法人は７月始まりとかが多いので、その辺が

まだこれから伸びていくのかなというところで

す。
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最後に大分県への要望ですけれども、共済制

度でも農作物共済で当然加入制度がなくなりま

す。無保険者をなくす十分なアナウンスにまた

御協力をいただきたい。本日の農業新聞にも、

水稲に関する部分が少し出ていましたけれども、

無保険者をなくすというのが我々の使命ですの

で、それにも御協力願いたいと。

それから２点目が、それぞれの保険の選択で

すが、いろんな保険があります。これはあくま

でも農業者個々ができるんだということです。

さきほど言いました野菜価格安定制度について

は、部会の中で決まっていて農業者個々の選択

がなかなかできないという状況もあります。こ

れは、我々も気持ちは分かりますけれども、時

間をかけてでも、いやいや、そんなことはない

んだ、農業者が選んでいいんだということを県、

その他の行政の方々からも伝えていただけたら

という思いがあります。

それから３点目が、まだまだアナウンスが足

りない部分もありますので、農業者が集まると

いう場所があれば、その情報提供あるいは出席

依頼を行っていただきたいというお願いして終

わりたいと思います。

ありがとうございました。森委員長

以上で説明は終わりました。それでは、委員

の皆さまから御質疑等があろうかと思いますの

で、よろしくお願いします。

言葉の意味がよく分からないんです

けど、マルキンとは何ですか。

マルキンというのは補償制大崎参考人補助者

度です。家畜が主なんですけれども、飼料価格

が上がったりとか、なかなか農家の収入が思う

ように得られないときに補塡金が出ます。積立

ての形ですけれども、そういう制度です。

制度の名前なんですね。（「はい」

という者あり）

分かりにくいですね。森委員長

では、私から。収入保険制度はこれまでの農

業共済では対象にならなかった作物も対象にな

るということで、メリットがいくつかあるとい

うことでした。

先日開催された収入保険発足の夕べでも分か

りやすく説明をいただいたと思うんですけど、

例えば、収入保険制度にこんなことでメリット

があると分かりやすく農家に伝える際に、どう

いったことが代表的なメリットとしてあるのか

ということ。また、新規に新たな作物に取り組

もうとした場合に、この収入保険制度に入って

いることによってどういうメリットがあり、規

模拡大や畑地化に関しての効果があるよという

ことは、冒頭にも説明をいただいたんですけど、

もう少し具体的に教えていただければと思いま

す。

まず１点目の規模拡大につ大崎参考人補助者

いてですけれども、今まで１町の田でお米を作

っていた場合、我々が調べて過去の反収単価を

それぞれ出します。今まで１町作っていて平均

５００万円の販売収入があったと。ところが、

今年はそれを２町に増やすんだというときには、

過去の反収単価をその２町に掛けますので、単

純に言えば、過去平均が５００万円であれば、

１千万円までの販売収入金額の補償が可能にな

ります。

新たな挑戦についても同様です。今まで作っ

たことのない作物を作る。これは本人の過去の

データがありませんので、それは大分県の地域

の反収単価であったり、もっと珍しいものを作

るんであれば、全国の平均の反収単価、それに

面積を掛けてその部分を伸ばしていくことで、

基準収入金額を過去の平均にとどまらず、新た

に作った作物分を増やしていくことができます。

あと、大きなメリットとしては、要は保険金

をもらおうという意図はなくて、どうしようも

ない状態で、販売収入金額が減ったものに対し

て補償をするというのが一番大きいものです。

野菜価格安定制度というのは単価が落ちたと

きには補償するんですけれども、あくまでも出

荷した量に対してになります。もともとできな

かったら、それは価格が落ちてダブルパンチに

なるんだけれども、収入保険はそのダブルパン

チを食らわずに、量がなくなった、あるいは単

価も下がったというものまでも補償するのがメ

リットとしては大きいのかなと思います。

１，７００戸の加入目標に対して今森委員長



- 8 -

７００件程度ということで、これは１月の時点

だと思います。これはいつまで加入申し込みを

するとか、年度の考え方とかは。すみません、

基本的なことで申し訳ないんですけど。

個人は決算始めが１月１日大崎参考人補助者

になりますので、１２月３１日までが申し込み

期限になります。法人については、決算始めの

前日まで、４月１日から決算が始まるところで

あれば３月３１日までが加入申し込みであって、

さっき言いましたように農業法人は、麦の生産

が終わった７月ぐらいからとかが多いんですけ

れども、そういうところは６月３０日までが加

入申し込みということになります。この１年間

も決算期に応じてだんだんと申請をやっていく

という形になります。

委員長よろしいですか。高野参考人補助者

はい、高野参事どうぞ。森委員長

さきほど言いましたメリッ高野参考人補助者

トは、我々も農業者に伝え切れなかったという

ことがあるんですけど、もっと言うと、農林水

産省も我々に言うんですけれども、例えば、御

高齢の方で夫婦で一緒にやられているんですけ

ど、突然、どちらかが亡くなった。これによっ

て一人では作業ができなくなって農業収入がダ

ウンをした。こういうものも対象になります。

記憶に新しいのは、昨年の北海道の胆振東部

地震ですね。ああいう場合でも本当にこの制度

があれば。税制年度で我々はスタートするもの

で、今回についても確定申告を行う３１年１月

１日から１２月３１日までの通常であれば個人

経営体の方を対象にしますが、その前の１２月

末までが加入時期なんですね。北海道胆振東部

地震があったときには、この制度がまだ税制年

度上スタートしていなかったので大変だったん

です。あのときも我々のところに全国農業共済

協会の会長が来て、ちょうど委員長もいらっし

ゃった収入保険発足の夕べの中でも言ったんで

すが、例えば、野菜などを摘果する、農作業す

るために近所のパートの女性の人を雇っている、

でも、電車も交通機関も全然ないために作業が

できない、こういう場合も対象になります。で

すから、今までこういうことはなかったという

のが広く対象になります。

大分県の例でいえば、例えば日田だと、若い

経営者が台湾になしの出荷をやっているわけで

すね。生産物としては立派なものができて、出

したけど、為替変動の関係で赤字とは言いませ

んけど、思ったより収入額は上がらなかったと

いうものに対しても支払いの対象になります。

こういうものが対象になる保険というのは、

他になかったんですね。こういうところをもっ

と農家の方に伝えていればというのが、我々の

反省点であります。

今までの共済制度の農家負担金１０

０万円当たり、例えば、水稲の場合１万１，７

６３円になっているんですけど、今度の収入保

険制度でいくと、４，８００円になるというこ

とですか。

そうです。大崎参考人補助者

掛金も安くなるわけですね。（「そ

うですね」と言う者あり）補償の内容もよくな

って、何で加入が伸び悩んでいるんですかね。

水稲については、これは農大崎参考人補助者

業者の選択なんですけれども、水稲は水稲単体

で、なおかつ一筆ごとの被害に対して共済金が

出るんですね。ところが、この収入保険は、そ

の農家の収入全体が単位になりますので、水稲

だけを作っている農家であっても水稲全体で見

ると１割減るとか、そういうことは余りないと。

あるいは水稲以外に野菜を作っていると、水稲

が悪くても野菜がよければ補って、農家全体か

ら見ると、１年間の販売収入としてはそんなに

落ちないというのがあるということです。そこ

が少し伸び悩んでいるところです。（「なるほ

ど、そういうところですね」という者あり）

そのほかございませんか。森委員長

県の執行部に質問ですけれども、１土居委員

１ページに大分県への要望をいただいています。

無保険者をなくす取組や保険の選択は農業者だ

ということを周知してもらいたいということを

書いているんですけれども、今後の具体的なこ

の方策について伺いたいと思います。いかがで

しょうか。

今、委員から質問が田邉団体指導・金融課長
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あった件ですけど、平成３０年度から農業収入

保険の普及啓発を事業テーマにした補助制度を

県独自で作っておりまして、実際、共済組合に

１００万円ほど補助しています。２分の１補助

という形ですが、パンフレットやチラシの作成

の補助などもしておりますし、実際にこういっ

た収入保険を直接農業者、特に認定農業者や青

色申告をされている方々に対して説明するため

の会場費についても金銭的な支援をしています。

それから、直接農業者の方々とお話をする機

会が多いのが各振興局の普及員ですので、普及

員に対して、この収入保険の農業者への周知を

徹底するようにと、今年度当初から再三にわた

ってお願いをしてきているところです。

昨年末にまとめた実績で、この１２月ぐらい

までに合計で約３０回、いろんな部会や農業の

研修会、そういった中で直接御説明いただいた

り、あるいは県の普及員が収入保険の説明をし

たりということをやっています。こういったこ

とは来年度も引き続きやっていきたいと思って

います。

それから、特に農業者の方も野菜の価格安定

とか既存制度と比べて、どっちがいいかという

ことが実感としてなかなかつかめていないのが

実態のようで、どっちがいいかちょっとよく分

からないなという声を我々もよく聞いておりま

す。その辺は粘り強くやっていかなきゃいけな

いんですけれども、特に野菜については、農協

ごとの部会でまとまってこの対策にしましょう

ということが、おおむね決められているケース

がかなりあります。

共済組合からも御説明があったとおり、最終

的には農業者が選択するというところもあるん

ですけれども、部会でまとまってというところ

も。価格安定制度に乗るためのいろんな条件の

中で、共販率とか、そういう部分も条件で出て

きますので、そこら辺りは、なかなか兼ね合い

が難しいんですけれども、その部分についても

農協にもこの収入保険制度の周知をしっかりや

っていただきたいということを我々から農業協

同組合にお願いをしているところです。

非常に地道なんですが、そういうことを続け

ていくのかなと今は考えております。

お答えの後半部分ですね。行政とＮ土居委員

ＯＳＡＩと農協と連携して、お互い行き来しな

がら、そういう機会があれば出向いていって、

きちんと説明していただきたいと思っています

ので、引き続きよろしくお願いします。

そのほか、委員の皆さまよろしいで森委員長

すか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、委員外議員の皆さまは。森委員長

農家の所得補償という意味で麻生委員外議員

は非常にいい制度だろうと思うんですが、農家

の皆さん、生産者も高齢化している中で、今言

った生産法人化、集落営農法人とか、部会とか、

そういったところとの連携というのは非常に重

要になってくると思うんです。一方で、商工労

働でも中小企業の事業承継の仕組みの中で、事

業承継を前提にしたインセンティブ的なものも

あります。何か農業に関しても、保険に加入し

ていた土地で耕作していた畑作等々で、加入率

を上げていくためには何らかのインセンティブ

が要るんじゃないかなと思うんですよね。そう

いった部分は県の執行部とも十分連携を図って

工夫して、何かアイデアがあればお出しいただ

ければいいんではないかなと思います。何か加

入促進につながるような県独自の政策――イン

センティブを、さきほどは県独自の政策が含ま

れないといったこともあり、何らかの政策を組

み込む必要があるかと思いますので、そのアイ

デアを一緒になって作っていければと思います。

よろしくお願いします。

ありがとうございます。そのほかよ森委員長

ろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、質疑もないようですが、森委員長

この際何かありませんか。

私どもはありません。阿部参考人

それでは、ほかにありませんので、森委員長

これで質疑を終了いたします。

この収入保険制度の周知によって、また、意

欲ある農家の皆さんが所得を向上させられるこ

とが、最終的な大分県農業の発展につながると
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思います。また、普及等に御尽力をいただきま

すよう、よろしくお願いします。

本日は大変お忙しい中、ありがとうございま

した。これで委員会を終わります。


